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（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

 
 
 
 
 

株式会社 八十二銀行 
 
 ｢個別注記表」および「連結注記表」につきましては、法令および定款第16条の規定に基づき、

インターネット上の当行ホームページ（http://www.82bank.co.jp/company/）に掲載する
ことにより、株主の皆様に提供しております。 

 



 
01_0693310092706.docx 
㈱八十二銀行様 招集別冊・WEB開示分 2015/05/14 15:32:00印刷 1/23 
 

― 1 ― 

個別注記表 
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
Ⅰ 重要な会計方針 
1. 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を

利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という｡）の取引については、取引の約定時点を基
準とし、貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益
を損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。 
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については決算日の時価により、

スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については決算日において決済したものとみなした額によ
り行っております。 
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当事業年度中の受払利息等に、有価証券、金銭

債権等については前事業年度末と当事業年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前事業
年度末と当事業年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。 
2. 有価証券の評価基準及び評価方法 
（1） 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法 (定額法)、子会
社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券について
は原則として決算日の市場価格等に基づく時価法 (売却原価は主として移動平均法により算定)、ただ
し時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っ
ております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しておりま
す。 

（2）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記1.及び2.（1）と同じ方法によ
り行っております。 

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 
デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。 

4. 固定資産の減価償却の方法 
（1）有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。 
建 物 ２年～50年 
その他 ３年～20年 

（2）無形固定資産（リース資産を除く） 
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内

における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 
（3）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資
産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リー
ス契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式を除き､ 主

として決算日の為替相場による円換算額を付しております。 
6. 引当金の計上基準 
（1）貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 
破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生してい

る債務者（破綻先）に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者（実質破綻先）に対する債
権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を
計上しております。また、現状経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認め
られる債務者（破綻懸念先）に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証によ
る回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力等を総合的に判断して必要と認める額
を計上しております。 
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破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権
の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権につい
ては、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額と
の差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。 
上記以外の債権については、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基
づき計上しております。 
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定

を実施しております。 
（2）退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込
額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、数
理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。 

数理計算上の差異  各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）
による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益
処理 

（3）睡眠預金払戻損失引当金 
睡眠預金払戻損失引当金は、一定の要件を満たし負債計上を中止するとともに利益計上を行った預金

の預金者の払戻請求による支払いに備えるため、過去の払戻実績率等に基づく将来の払戻見込額を計上
しております。 

（4）偶発損失引当金 
偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度における負担金について、代位弁済等に基づく将来

の負担金支払見込額を計上しております。 
   7. ヘッジ会計の方法 

（1）金利リスク・ヘッジ 
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、｢銀行業における金融商品会計

基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い｣（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号。以
下「業種別監査委員会報告第24号」という｡）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性
評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッ
ジ手段である金利スワップ取引等を一定の期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、
キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係
の検証により有効性の評価をしております。 

（2）為替変動リスク・ヘッジ 
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、｢銀行業における外

貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い｣（日本公認会計士協会業種別監査委員会報
告第25号。以下「業種別監査委員会報告第25号」という｡）に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通
貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に
見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価
しております。 

（3）内部取引等 
デリバティブ取引のうち特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ手段と

して指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第24号
及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準
に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び
費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。 
なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジ、金利スワップの特例処理を行っております。 

8. 消費税等の会計処理 
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
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Ⅱ 会計方針の変更 
（｢退職給付に関する会計基準」等の適用） 

｢退職給付に関する会計基準｣（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」
という｡）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針｣（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月
26日。以下「退職給付適用指針」という｡）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第
67項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見
直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率
の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を
基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平
均割引率を使用する方法へ変更しております。 
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、
当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に
加減しております。 
この結果、当事業年度の期首において、前払年金費用が1,542百万円増加、退職給付引当金が3,193百
万円減少、繰越利益剰余金が3,065百万円増加しております。また、当事業年度の経常利益及び税引前当
期純利益に与える影響は軽微であります。 
 

Ⅲ 注記事項 
（貸借対照表関係） 
1. 無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が、国債に73,073百万円含ま
れております。 
2. 貸出金のうち、破綻先債権額は1,980百万円、延滞債権額は92,600百万円であります。 
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により
元本又は利息の取立又は弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行
った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という｡）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第
97号）第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出
金であります。 
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を
図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 
3. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は211百万円であります。 
なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している

貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 
4. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は25,766百万円であります。 
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利
息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先
債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 
5. 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は120,558百万
円であります。 
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

6. 手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受
け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有し
ておりますが、その額面金額は、20,930百万円であります。 
7. ローン・パーティシペーションで､「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示｣（日本公認会
計士協会会計制度委員会報告第３号）に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元
本金額のうち、貸借対照表計上額は、40,320百万円であります。 
8. 担保に供している資産は次のとおりであります。 
担保に供している資産 
現金（その他の資産） 400百万円
有価証券 459,061百万円
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担保資産に対応する債務 
預  金 49,495百万円
債券貸借取引受入担保金 248,563百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用等として、有価証券75,418百
万円及び現金（その他の資産）25百万円を差し入れております。 
また、その他の資産には、保証金715百万円が含まれております。 

9. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場
合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約す
る契約であります。 
これらの契約に係る融資未実行残高は、1,332,776百万円であります。このうち原契約期間が１年以

内のものが1,241,348百万円あります。 
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのもの

が必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くに
は、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資
の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において
必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基
づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 
10. 有形固定資産の減価償却累計額 62,708百万円
11. 有形固定資産の圧縮記帳額 8,384百万円
12. ｢有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当
行の保証債務の額は22,024百万円であります。 

13. 取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額 18百万円
14. 関係会社に対する金銭債権総額 54,882百万円
15. 関係会社に対する金銭債務総額 24,553百万円

 
（損益計算書関係） 

1. 関係会社との取引による収益 
資金運用取引に係る収益総額 332百万円
役務取引等に係る収益総額 840百万円
その他業務・その他経常取引に係る収益総額 115百万円
関係会社との取引による費用 
資金調達取引に係る費用総額 4百万円
役務取引等に係る費用総額 1,618百万円
営業経費に係る費用総額 3,912百万円

2. 関連当事者との取引に関する注記 
子会社及び関連会社等 
種類 会社等の 

名  称 
議決権等の
所 有 ( 被 所
有 ) 割 合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引
金額 

科目 期末残高

子会社 八十二信用保証株式会社 

所有 
直接5.0％ 
間接50.0％ 

当行ローン
の保証 
役員の兼任

当行ローンの
保証

970,369
百万円 － －

上記に伴う
代位弁済

1,186
百万円 － －

八十二信用保証株式会社より当行の各種ローンに対して保証を受けております。なお、保証料は、各
種ローン債務者から直接保証会社に支払うほか、一部のローンについては当行より支払っており、当行の
支払額は1,561百万円であります。なお、取引条件については、交渉のうえ決定しております。 



 
01_0693310092706.docx 
㈱八十二銀行様 招集別冊・WEB開示分 2015/05/14 15:32:00印刷 5/23 
 

― 5 ― 

役員及び個人主要株主等  
種類 氏名 議決権等の

所 有 ( 被 所
有 ) 割 合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引
金額 

科目 期末残高

役員及びそ
の近親者 門多 丈 被所有

直接0.0％ 当行監査役 資金の貸付
（注）

(平均残高) 
18百万円 貸出金 18百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等 
（注）貸出金取引については、一般の取引と同様の条件で行っております。 

 
（株主資本等変動計算書関係）  

自己株式の種類及び株式数に関する事項 
（単位：千株） 

 当事業年度期首
株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当事業年度末 
株 式 数 

摘 要 

自己株式   
普通株式 14,850 5,001 10,098 9,753 （注） 

（注）自己株式の増加は自己株式取得のための市場買付による4,967千株及び単元未満株式の買取請
求34千株であります。自己株式の減少は自己株式の消却による10,000千株、新株予約権の行使
による98千株及び単元未満株式の買増請求による0千株であります。 

 
（有価証券関係） 

貸借対照表の「国債｣「地方債｣「社債｣「株式｣「その他の証券」のほか､「買入金銭債権」中の信託受
益権､「商品有価証券｣「その他の特定取引資産｣が含まれております。 
1. 売買目的有価証券（平成27年３月31日現在） 

 当事業年度の損益に含ま
れた評価差額（百万円）

売買目的有価証券 △ 4
 
2. 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（平成27年３月31日現在） 

該当ありません。 
（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式等 

 貸借対照表計上額
（百万円）

子会社・子法人等株式 7,090
投資事業組合等出資金等 1,269

合計 8,360
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3. その他有価証券（平成27年３月31日現在） 
 種類 貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価
（百万円）

差額 
（百万円） 

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えるもの 

株 式 320,733 97,108 223,625 
債 券 1,702,993 1,625,374 77,619 
 国 債 1,383,147 1,314,012 69,135 
 地方債 82,207 79,106 3,101 
 社 債 237,638 232,255 5,383 
その他 557,518 531,759 25,759 
 うち外国証券 448,952 435,248 13,704 

小 計 2,581,246 2,254,241 327,004 

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えないもの 

株 式 2,261 2,431 △ 169 
債 券 50,021 50,241 △ 219 
 国 債 33,844 33,942 △ 98 
 地方債 ― ― ― 
 社 債 16,177 16,298 △ 121 
その他 74,613 75,226 △ 613 
 うち外国証券 48,592 48,862 △ 269 

小 計 126,896 127,899 △ 1,002 
合計 2,708,142 2,382,141 326,001 

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 
 貸借対照表計上額

（百万円）
株式 8,030
その他 10,832

合計 18,863
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、

上表の「その他有価証券」には含めておりません。 
 
4. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 

 売 却 額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額 
（百万円）

株式 5,730 1,004 102 
債券 197,948 5,321 612 
国債 189,065 4,947 612 
社債 8,883 373 ― 
その他 132,579 1,987 525 
 うち外国証券 117,926 597 443 

合計 336,258 8,313 1,240 
 
（金銭の信託関係） 

運用目的の金銭の信託（平成27年３月31日現在）  
 貸借対照表計上額

（百万円）
当事業年度の損益に含ま
れた評価差額（百万円） 

運用目的の金銭の信託 64,821 3,295 
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（税効果会計関係） 
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 
繰延税金資産
貸倒引当金 13,054百万円
繰延ヘッジ損益 12,759
減価償却費 3,147
退職給付引当金 2,414
有価証券償却 1,309
未払事業税 623
その他有価証券評価差額金 320
その他 2,877

繰延税金資産小計 36,506
評価性引当額 △ 2,062
繰延税金資産合計 34,443
 
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 103,516
退職給付信託設定益 1,782
その他 1,308

繰延税金負債合計 106,607
繰延税金負債の純額 72,163

 
2. ｢所得税法等の一部を改正する法律｣（平成27年法律第９号）が平成27年３月31日に公布され、平成27
年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.26％から、平成27年４月１日
に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.72％に、平成28年４月１日に開始する事
業年度に解消が見込まれる一時差異については31.95％となります。この税率変更により、繰延税金負債は
7,687百万円減少し、その他有価証券評価差額金は10,691百万円増加し、法人税等調整額は1,681百万円
増加しております。 

 
（１株当たり情報） 
１株当たりの純資産額 1,284円79銭
１株当たりの当期純利益金額 51円26銭

 
（ストック・オプション等関係） 

本件に関する注記事項については、連結注記表に記載しているため記載を省略しております。 
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連結注記表 
Ⅰ 連結計算書類の作成方針 

子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいて
おります。 

 
1. 連結の範囲に関する事項 
（1）連結される子会社及び子法人等  10社 

会社名 
八十二ビジネスサービス株式会社   八十二スタッフサービス株式会社 
八十二証券株式会社         やまびこ債権回収株式会社 
八十二リース株式会社        株式会社八十二ディーシーカード 
八十二信用保証株式会社       八十二システム開発株式会社 
八十二キャピタル株式会社      八十二オートリース株式会社 
八十二亜洲有限公司は清算手続中であり重要性がないため、当連結会計年度より連結の範囲から

除外しております。 
（2）非連結の子会社及び子法人等   ９社 

主要な会社名 
有限会社こだまインベストメント 
非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益 (持分に見合う額)、利益剰余

金 (持分に見合う額) 及びその他の包括利益累計額 (持分に見合う額) 等からみて、連結の範囲から
除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいた
め、連結の範囲から除外しております。 

2. 持分法の適用に関する事項 
（1）持分法適用の非連結の子会社及び子法人等   該当ありません。 
（2）持分法適用の関連法人等           該当ありません。 
（3）持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等  ９社 

主要な会社名 
有限会社こだまインベストメント 

（4）持分法非適用の関連法人等          １社 
主要な会社名 
ALL信州観光活性化投資事業有限責任組合 
持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等は、当期純損益 (持分に見合う額)、利

益剰余金 (持分に見合う額) 及びその他の包括利益累計額 (持分に見合う額) 等からみて、持分法の
対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。 

 
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
Ⅱ 会計処理基準に関する事項 
1. 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を
利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という｡）の取引については、取引の約定時点を基
準とし、連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの
損益を連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。 
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日の時価によ

り、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日において決済したものとみなし
た額により行っております。 
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証券、

金銭債権等については前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、派生商品につ
いては前連結会計年度末と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えており
ます。 
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2. 有価証券の評価基準及び評価方法 
（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法 (定額法)、持分法
非適用の非連結子会社・子法人等株式及び持分法非適用の関連法人等株式については移動平均法によ
る原価法、その他有価証券については原則として連結決算日の市場価格等に基づく時価法 (売却原価は
主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについて
は移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全
部純資産直入法により処理しております。 

（2）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記1.及び2.（1）と同じ方法によ
り行っております。 

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 
デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。 

4. 固定資産の減価償却の方法 
（1）有形固定資産（リース資産を除く） 

当行の有形固定資産は、定率法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。 
建 物 ２年～50年 
その他 ３年～20年 
連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として

定率法により償却しております。 
（2）無形固定資産 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行
並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

（3）リース資産 
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐

用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の
取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

5. 貸倒引当金の計上基準 
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 
破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生してい

る債務者（破綻先）に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者（実質破綻先）に対する債権
については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上
しております。また、現状経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる
債務者（破綻懸念先）に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可
能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力等を総合的に判断して必要と認める額を計上して
おります。 
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権

の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権について
は、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差
額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。 
上記以外の債権については、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基

づき計上しております。 
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定

を実施しております。 
連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金については、当行の償却・引当基準に準じて必要と認め

た額を計上しております。 
6. 投資損失引当金の計上基準 
投資損失引当金は、投資等について将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認める額を計

上しております。 
7. 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 
睡眠預金払戻損失引当金は、一定の要件を満たし負債計上を中止するとともに利益計上を行った預金

の預金者の払戻請求による支払いに備えるため、過去の払戻実績率等に基づく将来の払戻見込額を計上し
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ております。 
8. 偶発損失引当金の計上基準 
偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度における負担金について、代位弁済等に基づく将来

の負担金支払見込額を計上しております。 
9. 特別法上の引当金の計上基準 
特別法上の引当金は、金融商品取引法第46条の５に定める金融商品取引責任準備金であり、有価証券

又はデリバティブ取引の事故による損失に備えるため、連結子会社が金融商品取引業等に関する内閣府令
第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。 

10. 退職給付に係る会計処理の方法 
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ

いては給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりでありま
す。 
数理計算上の差異  各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として

10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から
損益処理 

なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職一時金制度につい
ては、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とし、企業年金制度については、直近の数理
債務をもって退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

11. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
当行の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付し

ております。 
12. 重要なヘッジ会計の方法 
（1）金利リスク・ヘッジ 

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は､「銀行業における金融商
品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い｣（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24
号。以下「業種別監査委員会報告第24号」という｡）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ
有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等
とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。
また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相
関関係の検証により有効性の評価をしております。 

（2）為替変動リスク・ヘッジ 
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は､「銀行業にお

ける外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い｣（日本公認会計士協会業種別監査委
員会報告第25号。以下「業種別監査委員会報告第25号」という｡）に規定する繰延ヘッジによってお
ります。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的
で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権
債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効
性を評価しております。 

（3）連結会社間取引等 
デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、

ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会
報告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー
取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じ
る収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。 
なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジ、金利スワップの特例処理を行っております。 
連結される子会社及び子法人等は、金利スワップの特例処理を行っております。 

13. 消費税等の会計処理 
当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によって

おります。 
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Ⅲ 会計方針の変更 
（｢退職給付に関する会計基準」等の適用） 

｢退職給付に関する会計基準｣（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」と
いう｡）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針｣（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。
以下「退職給付適用指針」という｡）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文
に掲げられた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、
退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方
法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定
する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使
用する方法へ変更しております。 
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当
連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に
加減しております。 
この結果、当連結会計年度の期首において、退職給付に係る資産が1,542百万円増加、退職給付に係る負
債が3,091百万円減少、利益剰余金が3,034百万円増加しております。また、当連結会計年度の経常利益及
び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。 

 
Ⅳ 注記事項 
（連結貸借対照表関係） 
1. 無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が、｢有価証券」中の国債に
73,073百万円含まれております。 
2. 貸出金のうち、破綻先債権額は2,006百万円、延滞債権額は93,047百万円であります。 
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元

本又は利息の取立又は弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った
部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という｡）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）
第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であ
ります。 
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図

ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 
3. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は211百万円であります。 
なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している

貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 
4. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は25,884百万円であります。 
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息

の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、
延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 
5. 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は121,150百万
円であります。 
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

6. 手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受
け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有し
ておりますが、その額面金額は、20,930百万円であります。 
7. ローン・パーティシペーションで､「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示｣（日本公認会
計士協会会計制度委員会報告第３号）に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本
金額のうち、連結貸借対照表計上額は、40,320百万円であります。 
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8. 担保に供している資産は次のとおりであります。 
担保に供している資産 
現金（その他資産） 400百万円
有価証券 459,061百万円

担保資産に対応する債務 
預  金 49,495百万円
債券貸借取引受入担保金 248,563百万円
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用等として、有価証券75,418百

万円及び現金（その他資産）25百万円、その他資産34,688百万円を、借用金3,350百万円の担保として、
リース料債権3,435百万円を差し入れております。 
また、その他資産には、先物取引差入証拠金8百万円、保証金818百万円が含まれております。 

9. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場
合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する
契約であります。 
これらの契約に係る融資未実行残高は、1,414,898百万円であります。このうち原契約期間が1年以内

のものが1,241,348百万円あります。 
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが

必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものでは
ありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、
当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をす
ることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等
の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握
し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

10.  有形固定資産の減価償却累計額 68,995百万円
11.  有形固定資産の圧縮記帳額 8,384百万円
12. ｢有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保
証債務の額は22,024百万円であります。 

 
（連結損益計算書関係） 
1. ｢その他の経常費用」には、金銭の信託運用損13,315百万円を含んでおります。 

 
  



 
01_0693310092706.docx 
㈱八十二銀行様 招集別冊・WEB開示分 2015/05/14 15:32:00印刷 13/23 
 

― 13 ― 

（連結株主資本等変動計算書関係） 
1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（単位：千株） 
 当連結会計年度期首 

株 式 数 
当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末 
株 式 数 

摘 要 

発行済株式    
普通株式 521,103 ― 10,000 511,103 （注１） 

自己株式    
普通株式 14,850 5,001 10,098 9,753 （注２） 
（注）1．発行済株式の減少は自己株式の消却によるものであります。 

2．自己株式の増加は自己株式取得のための市場買付による4,967千株及び単元未満株式の買取
請求34千株であります。自己株式の減少は自己株式の消却による10,000千株、新株予約権の行
使による98千株及び単元未満株式の買増請求による0千株であります。 

 
2. 新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の 内 訳 

新株予約
権の目的
となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数(株 ) 当連結会
計年度末
残 高 
(百万円) 

摘要当連結会計
年 度 期 首

当連結会計
年 度 増 加

当連結会計
年 度 減 少

当連結会計 
年 度 末 

当行 

ストック・
オプション
としての新
株予約権 

― 271  

合計 ― 271  
  
3. 配当に関する事項 
(1)当連結会計年度中の配当金支払額 
 
決議 

株式の種類 配当金の総額
1株当たり
配 当 額

基 準 日 効 力 発 生 日

平成26年６月20日 
定時株主総会 

普通株式 3,037百万円 6.00円 平成26年３月31日 平成26年６月23日

平成26年11月７日 
取締役会 

普通株式 2,506百万円 5.00円 平成26年９月30日 平成26年12月８日

合計  5,544百万円   
 
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの 
平成27年６月19日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案

しております。 
 
① 配当金の総額       5,013百万円 
② １株当たり配当額     10.00円 
③ 基準日          平成27年３月31日 
④ 効力発生日        平成27年６月22日 
なお、配当原資は、利益剰余金とする予定であります。 
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（金融商品関係） 
1. 金融商品の状況に関する事項 
(1)金融商品に対する取組方針 
当行グループは、ローン事業及び投資商品の販売などの金融サービス事業を行っております。これら

の事業を行うため、市場の状況や長短のバランスを調整して、預金及び短期金融市場によって資金調達
を行っております。 
このように、主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動による不利

な影響が生じないように、当行では、資産及び負債の総合的管理（以下「ALM」という｡）をしており、
その一環として、デリバティブ取引も行っております。 
また、当行及び一部の連結子会社では、顧客販売に対応するため有価証券を売買目的で保有しており

ます。 
(2)金融商品の内容及びそのリスク 
①貸出金 
主として国内のお取引先に対する貸出金であり、お取引先の契約不履行によってもたらされる信

用リスクに晒されております。貸出金は、ある特定の企業集団には集中しておりませんが、営業の
基盤である長野県内のお取引先に対する比率は５割を超えており、長野県の経済環境の変化により
信用リスクが増加する可能性があります。 
②有価証券 
主に債券、株式、投資信託及び組合出資金であり、満期保有目的及びその他目的で保有している

ほか、顧客販売に対応するため、一部の債券は売買目的で保有しております。これらは、それぞれ
発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスク、為替リスク、流動性リスクに
晒されております。 
③預金 
お取引先から預かる預金であり、金利リスク、為替リスク、流動性リスクに晒されております。 

④デリバティブ 
デリバティブ取引の利用目的は、お取引先への各種リスクヘッジ手段の提供、当行グループの

ALMにおけるヘッジ目的及び当行の収益増強のためであります。 
デリバティブ取引には金利スワップ取引、金利キャップ取引及び通貨スワップ取引などがありま

す。当行では、これらをヘッジ手段として、ヘッジ対象である貸出金及び有価証券に関わる金利・
為替の変動リスク等に対してヘッジ会計を適用しており、これらのヘッジ開始時から有効性判定時
点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の有効性を評価しております。 
なお、ヘッジ目的のために取組むデリバティブ取引は、年度毎に定めるヘッジ方針に基づき実施

しております。 
当行グループが利用しているデリバティブ取引は、市場リスク及び信用リスクに晒されておりま

す。 
(3)金融商品に係るリスク管理体制 
①信用リスクの管理 
当行グループは、信用リスク管理に係る規程類に従い、個別案件毎の審査、与信限度額による管

理、問題債権への対応、定期的な債務者区分及び債務者格付の付与、貸出金ポートフォリオの管理
などを実施しております。審査体制については、本部においては営業推進部門と審査部門を分離し
て各々の独立性を確保しながら相互を牽制する体制としており、営業店においては申込受付から最
終決定までの間に多段階のチェックが行われる体制としております。その他の管理体制については、
定期的に債務者区分及び債務者格付の見直しを実施し、問題債権の早期把握に努めるとともに、こ
れらの結果を信用リスクの計量化・ポートフォリオ管理などに活用しております。 
有価証券の発行体の信用リスクは、リスク統括部において、半期毎に与信先・取引種目毎に与信

枠を設定し、その枠の中で取引を行う体制としております。 
②市場リスクの管理 
当行グループは、市場リスク管理に係る規程類を定め、経営の健全性や収益性を確保するため市

場リスクをコントロールしております。 
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ア 金利リスク・為替リスク・価格変動リスク 
当行では、リスクとリターンのバランスを適切に保ち、リスクテイクを適正規模に調整するた

め、市場環境・経営体力等を勘案し、半期毎に市場リスク管理方針を決定しております。さらに、
市場リスク管理方針に基づいて取引の種類・お取引先毎に取扱うことのできるリスクの最大量・
損失の限度等を経営会議の承認により定めております。必要に応じて各取引種目別の投資限度額
又は保有限度額、評価損限度額等のほか、アラームポイントを設定し、市場リスク量や損失額を
一定の範囲に抑える管理運営を行っております。各取引担当部署は定められた限度の範囲で業務
遂行するほか、リスクの状況を毎日担当役員に報告し、迅速で適切な対応を実践しております。 
一方、業務管理面では、取引を執行する部署（フロントオフィス）と当該取引にかかる事務処

理部署（バックオフィス）を明確に分離し、さらにリスクを統制・管理する部署（ミドルオフィ
ス）を設置し、相互に牽制する体制となっております。 
(ア)金利リスクの管理 
金利変動による経済価値増減はバリュー・アット・リスク（以下「VaR」という｡）により、ギ

ャップ分析等による金利の変動リスクはALMにより管理しており、｢ＡＬＭ・統合リスク管理会議」
において実施状況を把握・確認し、対応等を協議しております。なお、ALMにより金利の変動リ
スクをヘッジするための金利スワップ及び金利キャップ等のデリバティブ取引を行っております。 
(イ)為替リスクの管理 
為替変動による経済価値増減はVaRにより管理しております。また、過度な為替リスクを回避

するため、市場リスク管理方針に持ち高の上限を定めております。 
(ウ)価格変動リスクの管理 
当行では価格変動による経済価値増減はVaRにより計測し管理しております。なお、取締役会

において、自己資本や市場環境等を勘案して半年毎のVaRによるリスク限度額を決定し、その限
度額を遵守しております。一部の連結子会社では、保有する有価証券の時価を取締役会等へ定期
的に報告しリスクを管理しております。 
イ デリバティブ取引 
当行ではデリバティブ取引を管理する規程類を制定して、連結子会社の行うデリバティブ取引

を含め、一体的にリスクを管理しております。また、デリバティブ全体のポジション額、時価評
価額、市場リスク量等は担当役員及び「ＡＬＭ・統合リスク管理会議」等へ定期的に報告しリス
クを管理しております。 
デリバティブ取引のリスク管理は、リスクを統制・管理する部署（ミドルオフィス）が取引を

執行する部署（フロントオフィス）から独立して実施し、牽制が働く体制を構築しております。 
③流動性リスクの管理 
当行グループは、ALMを通じて資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランス

の調整などによって、流動性リスクを管理しております。 
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 
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2. 金融商品の時価等に関する事項 
平成27年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません。 
（単位：百万円） 

 連結貸借対照表
計上額 時 価 差 額 

（1） 現金預け金 339,266 339,266 ― 
（2） 有価証券  
 満期保有目的の債券 5,452 5,461 9 
 その他有価証券 2,711,727 2,711,727 ― 

（3） 貸出金 4,506,883  
 貸倒引当金（※1） △ 49,748  
  4,457,135 4,505,680 48,545 
資産計 7,513,582 7,562,137 48,554 
（1） 預金（※2） (6,237,343) (6,237,654) (311) 
（2） 譲渡性預金（※2） (453,618) (453,618) (―) 
（3） 債券貸借取引受入担保金（※2） (248,563) (248,563) (―) 
（4） 借用金（※2） (88,024) (88,030) (6) 
負債計（※2） (7,027,550) (7,027,867) (317) 
デリバティブ取引（※3）  
ヘッジ会計が適用されていないもの 546 546 ― 
ヘッジ会計が適用されているもの (40,933) (40,933) (―) 

デリバティブ取引計 (40,386) (40,386) (―) 
（※1） 貸出金に対応する一般貸倒引当金（21,928百万円）及び個別貸倒引当金（27,819百万円）を控除し

ております。 
（※2） 負債に計上されているものについては、( )で表示しております。 
（※3） 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しており

ます。 
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については、( )で表示しております。 
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（注１）金融商品の時価の算定方法 
資 産 
（1）現金預け金 

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。満期のある預け金についても、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該帳簿価額を時価としております。 
 
（2）有価証券 

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格を時価としております。
投資信託は、公表されている基準価格を時価としております。 
保証付私募債は、内部格付及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に内部格付等に応じ

たスプレッドを加味した利率で割り引いて時価を算定しております。 
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。 

 
（3）貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大
きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固
定金利によるもので事業性貸出金は、貸出金の種類、内部格付及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額
を市場金利に内部格付等に応じたスプレッドを加味した利率で割り引いて時価を算定しております。固定金利
によるもので非事業性貸出金は、商品別、期間ごとに元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定さ
れる適用利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現

在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日に
おける連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していることから、当該
価額を時価としております。 
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものにつ

いては、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額
を時価としております。 
 
負 債 
(1) 預金及び(2)譲渡性預金 
要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。

また、定期預金及び譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いて
現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。
なお、預入期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時
価としております。 
 
（3）債券貸借取引受入担保金 

債券貸借取引受入担保金については、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該帳簿価額を時価としております。 
 
（4）借用金 

借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子法人等の信用
状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価
額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額 
(金利スワップの特例処理の対象とされた借用金については、その金利スワップのレートによる元利金の合計
額) を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期
間 (１年以内) のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 
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デリバティブ取引 
デリバティブ取引は、金利関連取引 (金利先物、金利オプション、金利スワップ等)、通貨関連取引 (通貨

先物、通貨オプション、通貨スワップ等)、債券関連取引 (債券先物、債券先物オプション等) であります。
これらの時価は、取引所取引については、東京証券取引所、東京金融取引所等における最終の価格、店頭取引
については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出しております。 
 
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、

金融商品の時価情報の「資産(2)その他有価証券」には含まれておりません。 
（単位：百万円） 

区 分 連結貸借対照表計上額
① 非上場株式(*1) 9,447
② 組合出資金等(*2) 10,833

合  計 20,280
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時
価開示の対象とはしておりません。 

(*2) 組合出資金等のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもの
で構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。 

 
（有価証券関係） 

連結貸借対照表の「有価証券」のほか､「買入金銭債権」中の信託受益権､「特定取引資産」中の商品
有価証券、その他の特定取引資産が含まれております。 

1. 売買目的有価証券（平成27年３月31日現在） 
 当連結会計年度の損益に含

まれた評価差額（百万円）
売買目的有価証券 △ 4

 
2. 満期保有目的の債券（平成27年３月31日現在） 

 
種類 

連結貸借対照表
計上額 

（百万円）
時価 

（百万円） 
差額 

（百万円） 
時価が連結貸借
対照表計上額を
超えるもの

国 債 5,452 5,461 9 

時価が連結貸借
対照表計上額を
超えないもの 

国 債 ― ― ― 

合計 5,452 5,461 9 
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3. その他有価証券（平成27年３月31日現在） 
 

種類 
連結貸借対照表
計上額 

（百万円）
取得原価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの 

株 式 325,033 98,501 226,532 
債 券 1,702,993 1,625,374 77,619 
 国 債 1,383,147 1,314,012 69,135 
 地方債 82,207 79,106 3,101 
 社 債 237,638 232,255 5,383 
その他 557,518 531,759 25,759 
 うち外国証券 448,952 435,248 13,704 

小 計 2,585,546 2,255,634 329,911 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 

株 式 2,546 2,750 △ 204 
債 券 50,021 50,241 △ 219 
 国 債 33,844 33,942 △ 98 
 地方債 ― ― ― 
 社 債 16,177 16,298 △ 121 
その他 74,613 75,226 △ 613 
 うち外国証券 48,592 48,862 △ 269 

小 計 127,181 128,219 △ 1,037 
合計 2,712,727 2,383,853 328,873 

 
4. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 

 売 却 額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額 
（百万円）

株式 5,821 1,091 102 
債券 197,948 5,321 612 
国債 189,065 4,947 612 
社債 8,883 373 ― 
その他 132,579 1,987 525 
うち外国証券 117,926 597 443 
合計 336,349 8,400 1,240 

 
（税効果会計関係） 

｢所得税法等の一部を改正する法律｣（平成27年法律第９号）が平成27年３月31日に公布され、平成
27年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これ
に伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.26％から、平成27
年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については32.72％に、平成28年４月
１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については31.95％となります。この税率変更
により、繰延税金資産は176百万円減少、繰延税金負債は7,862百万円減少、その他有価証券評価差額金
は10,705百万円増加し、法人税等調整額は1,890百万円増加しております。 

 
（１株当たり情報） 
１株当たりの純資産額 1,320円38銭
１株当たりの当期純利益金額 54円09銭
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（ストック・オプション等関係） 
1. ストック・オプションにかかる当連結会計年度における費用計上額及び科目名
  営業経費   82百万円 
2. ストック・オプションの内容  
 平成20年ストック・

オプション
平成21年ストック・

オプション
平成22年ストック・ 

オプション 
付与対象者の区分及び人数 取締役 ９名 取締役 ８名 取締役 ８名 
ストック・オプションの数 普通株式  105,700株 普通株式  135,900株 普通株式  150,000株
付与日 平成20年７月28日 平成21年７月27日 平成22年８月２日 
権利確定条件 該当ありません。 該当ありません。 該当ありません。 
対象勤務期間 該当ありません。 該当ありません。 該当ありません。 

権利行使期間 平成20年７月29日から
平成45年７月28日まで

平成21年７月28日から
平成46年７月27日まで

平成22年８月３日から 
平成47年８月２日まで 

 
 平成23年ストック・

オプション
平成24年ストック・

オプション
平成25年ストック・ 

オプション 
付与対象者の区分及び人数 取締役 ８名 取締役 ８名 取締役 ７名 
ストック・オプションの数 普通株式 150,000株 普通株式 150,000株 普通株式 129,300株
付与日 平成23年８月８日 平成24年８月６日 平成25年８月５日 
権利確定条件 該当ありません。 該当ありません。 該当ありません。 
対象勤務期間 該当ありません。 該当ありません。 該当ありません。 

権利行使期間 平成23年８月９日から
平成48年８月８日まで

平成24年８月７日から
平成49年８月６日まで

平成25年８月６日から 
平成50年８月５日まで 

 
 平成26年ストック・

オプション
付与対象者の区分及び人数 取締役 ８名
ストック・オプションの数 普通株式 133,800株
付与日 平成26年７月22日
権利確定条件 該当ありません。
対象勤務期間 該当ありません。

権利行使期間 平成26年７月23日から
平成51年７月22日まで
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3. ストック・オプションの規模及びその変動状況 
(1)ストック・オプションの数 
 平成20年 

ストック・ 
オプション 

平成21年
ストック・
オプション

平成22年
ストック・
オプション

平成23年
ストック・
オプション

平成24年
ストック・
オプション

平成25年 
ストック・ 
オプション 

平成26年 
ストック・
オプション

権利確定前    
期首数 31,500株 61,700株 67,800株 119,600株 119,600株 129,300株 ― 
付与数 ― ― ― ― ― ― 133,800株
権利失効数 ― ― ― ― ― ― ― 
権利確定数 10,300株 20,200株 22,200株 22,700株 22,700株 ― ― 
権利未確定
残数 21,200株 41,500株 45,600株 96,900株 96,900株 129,300株 133,800株

権利確定後    
期首数 ― ― ― ― ― ― ― 
権利行使数 10,300株 20,200株 22,200株 22,700株 22,700株 ― ― 
権利不行使
による失効数 ― ― ― ― ― ― ― 

権利未行使
残数 ― ― ― ― ― ― ― 

 
(2)単価情報 
 平成20年 

ストック・ 
オプション 

平成21年
ストック・
オプション

平成22年
ストック・
オプション

平成23年
ストック・
オプション

平成24年
ストック・
オプション

平成25年 
ストック・ 
オプション 

平成26年 
ストック・
オプション

権利行使価格 1円 1円 1円 1円 1円 1円 1円 
行使時平均株価 625円 625円 625円 625円 625円 ― ― 
付与日におけ
る公正な評価
単価 

617円 512円 452円 374円 410円 602円 628円 

 
4. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 
 当連結会計年度において付与された平成26年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積
方法は以下のとおりであります。 
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式 
② 主な基礎数値及び見積方法 
 平成26年ストック・オプション 
株価変動性（注）1  27.24％ 
予想残存期間（注）2  11ヶ月 
予想配当（注）3 11円／株 
無リスク利子率（注）4  0.050％ 
（注）1．予想残存期間11ヶ月に対応する期間（平成25年8月から平成26年7月まで）の株価実績に基

づき算定しております。 
2．過去の役員の平均的な在任期間から、現在の在任役員の平均在任期間を減じた期間を予想残
存期間とする方法で見積もっております。 
3．平成26年３月期の配当実績 
4．予想残存期間に対応する国債の利回り 
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5. ストック・オプションの権利確定数の見積方法 
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を

採用しております。 
  


